
○平塚市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 

平成２４年３月３０日 

規則第６号 

改正 平成２４年１０月３１日規則第５９号 

令和３年３月３０日規則第２８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号。以下「法」

という。）及び平塚市墓地等の経営の許可等に関する条例（平成２４年条例第１号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（事前協議等） 

第２条 条例第４条第２項に規定する墓地等経営計画協議書は、第１号様式とする。 

２ 条例第４条第２項第４号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 標識の設置予定年月日 

（２） 説明会の開催予定年月日 

（３） 墓地等経営許可申請書を提出する予定の日（以下「申請予定日」という。） 

（４） 工事着手予定年月日 

（５） 工事完了予定年月日 

（６） その他市長が必要と認める事項 

３ 条例第４条第３項第８号に規定する規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。 

（１） 墓地にあっては、墓地等経営計画協議書の提出の日の属する年度から１０年間 

（２） 納骨堂及び火葬場にあっては、墓地等経営計画協議書の提出の日の属する年度

から５年間 

４ 条例第４条第３項第９号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

（１） 条例第３条第２号に掲げる宗教法人にあっては、宗教活動の実績に係る報告書 

（２） 条例第１１条第２号ただし書の規定に該当して、墓地を利用する者に便益を供

するための施設の一部を当該墓地に近接した場所に設ける場合は、当該施設の設計図

及び付近の見取図 

（３） その他市長が必要と認める書類 

５ 条例第４条第４項に規定する規則で定める額は、墓地又は納骨堂の設置等に要する費



用の１００分の５０に相当する額とする。ただし、条例第４条第１項の規定による協議

を行う時に負債（当該墓地又は納骨堂の設置等に要する費用に係る負債を除く。）を有

する場合にあっては、当該１００分の５０に相当する額に当該負債の額を加えた額とす

る。 

６ 条例第４条第４項に規定する規則で定める金融機関は、協同組織金融機関の優先出資

に関する法律（平成５年法律第４４号）第２条第１項に規定する金融機関（同項第２号

に掲げる協同組合連合会を除く。）その他市長が認める金融機関とする。 

（経営計画の周知） 

第３条 条例第５条に規定する規則で定める日は、次に掲げる日とする。 

（１） 標識の設置にあっては、申請予定日の９０日前の日 

（２） 説明会の開催にあっては、申請予定日の６０日前の日 

２ 条例第５条第１号に規定する標識は、第２号様式とする。 

３ 条例第５条第２号に規定する近隣住民等は、墓地等の境界線から水平投影面における

最短の距離で２２０メートル（火葬場にあっては、３００メートル）以内の土地の所有

者並びに人が現に居住し、又は使用している建物の住民及び当該建物の所有者又はその

管理責任者とする。 

４ 条例第５条第２号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 開催日時 

（２） 開催場所 

（３） 実施者側の出席者の氏名及び役職名 

（４） 近隣住民等の出席者数 

（５） 近隣住民等の意見 

（６） その他市長が必要と認める事項 

５ 条例第５条第２号の規定による報告は、説明会開催状況報告書（第３号様式）により

行うものとする。 

（近隣住民等との協議） 

第４条 条例第６条に規定する規則で定める日は、申請予定日の３０日前の日とする。 

（経営許可の申請） 

第５条 条例第８条第１項に規定する墓地等経営許可申請書は、第４号様式とする。 



２ 条例第８条第１項第２号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 工事着手予定年月日 

（２） 工事完了予定年月日 

（３） 墓地等の管理者の住所及び氏名 

（４） その他市長が必要と認める事項 

３ 条例第８条第２項第４号に規定する報告書は、第５号様式とする。 

４ 条例第８条第２項第５号に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応

じ当該各号に定める書類とする。 

（１） 墓地等の設置場所が、抵当権の設定等がなされていない土地であって、墓地等

の経営の許可を受けようとする者が、墓地等の経営の許可の日から所有権を取得する

予定のものである場合 所有権の移転が行われることを証する書類 

（２） 墓地等の設置場所が、当該墓地等の経営の許可を受けようとする者の所有する

土地であって、当該土地に設定されている抵当権の登記が、墓地等の経営の許可の日

から抹消される予定のものである場合 抵当権の登記が抹消されることを証する書類 

（３） 次条第１項の規定に該当して設置場所の特例の適用を受けようとする場合であ

って、墓地等の設置場所の土地の所有者が、墓地等の経営の許可の日から墓地等の経

営の許可を受けようとする者のため、墓地等の用に供する目的の地上権を設定する予

定のものであるとき 墓地等の設置場所の土地の所有者が、墓地等の経営の許可を受

けようとする者のため、墓地等の用に供する目的の地上権を設定することを証する書

類 

（４） その他市長が必要と認める書類 

（設置場所の特例） 

第６条 条例第１０条第１号ただし書に規定する規則で定める事項は、墓地等の設置場所

の土地の所有者が、墓地等の経営の許可又は変更の許可を受けようとする者のため、当

該土地（経営又は変更の許可を受けようとする墓地の墳墓を設ける区域（納骨堂及び火

葬場にあっては当該建物の敷地）を除く。）に墓地等の用に供する目的の地上権を設定

する土地であることとする。 

２ 条例第１０条第２号に規定する規則で定める距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。 



（１） 墓地及び納骨堂 その境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との水

平投影面における最短の距離が１１０メートル 

（２） 火葬場 その境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との水平投影面

における最短の距離が３００メートル 

（墓地の構造設備基準） 

第７条 条例第１１条第２号に規定する規則で定める規模以上の駐車場は、次の各号に掲

げる墓地の敷地面積の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１） １０，０００平方メートル未満 墳墓の区画数に１００分の８を乗じて得た数

以上の駐車区画数を有する駐車場 

（２） １０，０００平方メートル以上 墳墓の区画数に１００分の１０を乗じて得た

数以上の駐車区画数を有する駐車場 

２ 前項の場合における駐車区画数に１００分の１を乗じて得た数以上の駐車ますについ

ては、車椅子を使用する者の利用に配慮したものとする。 

３ 条例第１１条第３号に規定する規則で定める有効幅員は、次のとおりとする。 

（１） 墳墓を設ける区域内の通路にあっては、１メートル 

（２） 前号に規定するもの以外の主要な通路にあっては、１．２メートル 

４ 条例第１１条第４号に規定する規則で定める割合は、別表のとおりとする。 

５ 条例第１１条第５号に規定する規則で定める幅は、次の各号に掲げる墓地の敷地面積

の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１） ３，０００平方メートル未満 １メートル以上 

（２） ３，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満 ２メートル以上 

（３） １０，０００平方メートル以上 ５メートル以上 

６ 条例第１１条第６号に規定する規則で定める割合は、３分の１とする。 

（火葬場の構造設備基準） 

第８条 条例第１３条第２号に規定する規則で定める規模以上の駐車場は、火葬炉の数に

８を乗じて得た数以上の駐車区画数を有する駐車場とする。 

２ 条例第１３条第７号に規定する規則で定める割合は、別表のとおりとする。 

（変更許可等） 

第９条 条例第１５条第１項に規定する規則で定める数は、経営の許可を受けている区域



の面積が１０，０００平方メートル未満の墓地にあっては変更の許可を受けようとする

ときに現に存する墳墓の区画数に１００分の３０を乗じて得た数、経営の許可を受けて

いる区域の面積が１０，０００平方メートル以上の墓地にあっては変更の許可を受けよ

うとするときに現に存する墳墓の区画数に１００分の１５を乗じて得た数とする。 

２ 条例第１５条第１項に規定する墓地等変更許可申請書は第６号様式とし、墓地等廃止

許可申請書は第７号様式とする。 

３ 条例第１５条第１項第４号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 工事着手予定年月日 

（２） 工事完了予定年月日 

（３） その他市長が必要と認める事項 

４ 条例第１５条第２項第９号に規定する規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。 

（１） 墓地にあっては、墓地等変更許可申請書の提出の日の属する年度から１０年間 

（２） 納骨堂及び火葬場にあっては、墓地等変更許可申請書の提出の日の属する年度

から５年間 

５ 条例第１５条第２項第１２号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

（１） 墓地等の変更に係る墓地等の設置場所が、抵当権の設定等がなされていない土

地であって、墓地等の変更の許可を受けようとする者が、墓地等の変更の許可の日か

ら所有権を取得するものである場合 所有権の移転が行われることを証する書類 

（２） 墓地等の変更に係る墓地等の設置場所が、当該墓地等の変更の許可を受けよう

とする者の所有する土地であって、当該土地に設定されている抵当権の登記が、墓地

等の変更の許可の日から抹消される予定のものである場合 抵当権の登記が抹消され

ることを証する書類 

（３） 第６条第１項の規定に該当して設置場所の特例の適用を受けようとする場合で

あって、墓地等の変更に係る墓地等の設置場所の土地の所有者が、墓地等の変更の許

可の日から墓地等の変更の許可を受けようとする者のため、墓地等の用に供する目的

の地上権を設定する予定のものであるとき 墓地等の変更場所の土地の所有者が、墓

地等の変更の許可を受けようとする者のため、墓地等の用に供する目的の地上権を設

定することを証する書類 

（４） その他市長が必要と認める書類 



（墓地等の拡張に係る準用） 

第１０条 条例第１６条に規定する規則で定める規模は、次のとおりとする。 

（１） 経営の許可を受けている区域の面積が１０，０００平方メートル未満の墓地に

あっては当該面積に１００分の３０を乗じて得た面積、経営の許可を受けている区域

の面積が１０，０００平方メートル以上の墓地にあっては当該面積に１００分の１５

を乗じて得た面積 

（２） 納骨堂及び火葬場にあっては、経営の許可を受けている施設又は敷地の面積に

１００分の５０を乗じて得た面積 

（申請事項変更届） 

第１１条 条例第１７条第１項に規定する墓地等申請事項変更届は、第８号様式とする。 

２ 条例第１７条第１項第４号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 変更しようとする理由 

（２） 変更予定年月日 

（３） その他市長が必要と認める事項 

３ 条例第１７条第２項第３号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 条例第１１条第２号及び第１３条第２号に規定する管理施設の設置場所 

（２） 墓地等の管理者の住所又は氏名 

（３） その他市長が必要と認める事項 

４ 条例第１７条第３項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

（１） 宗教法人又は公益法人の意思決定機関において墓地等の申請事項の変更を行う

ことを決定したときの議事録の写し 

（２） 墓地等の申請事項の変更に当たり、宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）

第５条第２項第２号及び第３号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要

な宗教法人にあっては、承認書の写し 

（３） 墓地等の構造設備の変更にあっては、施設の設計図 

（４） 墓地等の経営者の名称又は主たる事務所の所在地の変更にあっては、宗教法人

又は公益法人の登記事項証明書 

（５） その他市長が必要と認める書類 

（都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出） 



第１２条 条例第１８条の規定による届出は、墓地（火葬場）新設（変更・廃止）届（第

９号様式）により行い、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類（許可が

あったものとみなされる者が地方公共団体である場合にあっては、第１号キに掲げる書

類を除く。）を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、添付すべ

き書類の一部を省略することができる。 

（１） 墓地又は火葬場の新設の許可があったものとみなされた場合 

ア 墓地又は火葬場の土地の登記事項証明書 

イ 墓地又は火葬場の設計図 

ウ 墓地又は火葬場の付近の見取図 

エ 墓地又は火葬場の土地及び隣接地の公図の写し 

オ 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書 

カ 公益法人の定款又は宗教法人法第１２条第１項に規定する宗教法人の規則 

キ 第２条第３項に規定する期間に係る墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書 

ク 墓地又は火葬場の経営に当たり、宗教法人法第５条第２項第２号及び第３号に規

定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の

写し 

ケ その他市長が必要と認める書類 

（２） 墓地又は火葬場の変更の許可があったものとみなされた場合 

ア 前号ア及びウからキまでに掲げる書類 

イ 変更に係る墓地又は火葬場の設計図 

ウ 墓地又は火葬場の変更に当たり、宗教法人法第５条第２項第２号及び第３号に規

定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の

写し 

エ その他市長が必要と認める書類 

（３） 墓地又は火葬場の廃止の許可があったものとみなされた場合 

ア 第１号ア及びウからオまでに掲げる書類 

イ 墓地又は火葬場の廃止に当たり、宗教法人法第５条第２項第２号及び第３号に規

定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の

写し 



ウ 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類 

エ その他市長が必要と認める書類 

（工事完了の届出等） 

第１３条 条例第１９条第１項に規定する墓地等工事完了届は、第１０号様式とする。 

２ 条例第１９条第１項第５号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 墓地等の使用開始予定年月日 

（２） その他市長が定める事項 

３ 条例第１９条第２項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

（１） 工事完了後の墓地等の土地及び建物の登記事項証明書 

（２） 工事完了後の墓地等の写真 

（３） その他市長が必要と認める書類 

４ 条例第１９条第３項に規定する工事完了検査済証は、第１１号様式とする。 

（許可の審査基準） 

第１４条 法第１０条に規定する墓地等の経営等の許可に係る審査基準は、市長が定める。 

（立入調査員証） 

第１５条 条例第２０条第２項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証（第１２号

様式）とする。 

（その他） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１０月３１日規則第５９号） 

１ この規則は、平成２５年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この規則による改正後の第２条、第３条第３項、第６条第２項第１号及び第７条の規

定は、施行日以後に墓地等経営計画協議書を提出する墓地、納骨堂又は火葬場について

適用し、施行日前に墓地等経営計画協議書を提出した墓地、納骨堂又は火葬場について

は、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定により作成されている様式書類

は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 



附 則（令和３年３月３０日規則第２８号） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定により作成されている様式書類

は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

別表（第７条、第８条関係） 

墓地及び火葬場の敷地を有する区域及び規模 緑地面積の割合 

市街化調整区域（都市計画法（昭和４３年法

律第１００号）第７条第１項に規定する市街

化調整区域（以下「市街化調整区域」という。）

をいう。）又は同法第５条の規定により指定

された都市計画区域以外の区域若しくは同法

第７条第１項に規定する市街化区域（以下「市

街化区域」という。）及び市街化調整区域の

区分が定められていない都市計画区域のう

ち、同法第８条第１項第１号に規定する用途

地域が定められていない区域（以下「特定区

域」という。）における面積が１０，０００

平方メートル以上であるもの 

墓地にあっては、墓地の敷地面積の１００分

の３５（工事着手前の敷地の２分の１以上が

樹木の樹冠で被われている場合は、墓地の敷

地面積の１００分の４０） 

火葬場にあっては、火葬場の敷地面積の１０

０分の２５（工事着手前の敷地の２分の１以

上が樹木の樹冠で被われている場合は、火葬

場の敷地面積の１００分の３０） 

市街化区域にあるもの、市街化区域及び市街

化調整区域の区分が定められていない都市計

画区域のうち、都市計画法第８条第１項第１

号に規定する用途地域が定められている区域

にあるもの又は市街化調整区域及び特定区域

における面積が１０，０００平方メートル未

満であるもの 

墓地にあっては、墓地の敷地面積の１００分

の１５ 

火葬場にあっては、火葬場の敷地面積の１０

０分の２０ 

備考 緑地面積とは、樹木の樹冠又は芝で被われている土地及び緑地とするため植樹等

を計画している土地の面積とする。この場合において、芝のみで被われた土地にあっ

ては、当該土地の面積の１００分の２０を緑地面積とする。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



第１号様式（第２条関係） 

第２号様式（第３条関係） 

第３号様式（第３条関係） 

第４号様式（第５条関係） 

第５号様式（第５条関係） 

第６号様式（第９条関係） 

第７号様式（第９条関係） 

第８号様式（第１１条関係） 

第９号様式（第１２条関係） 

第１０号様式（第１３条関係） 

第１１号様式（第１３条関係） 

第１２号様式（第１５条関係） 

 


